
令和３年度第１回茂原市営住宅あり方検討委員会会議 次第

令和３年６月１５日（火）
１５時００分～

茂原市役所５階５０４会議室
１ 開 会（事務局）

２ 建築課長挨拶

３ 委員紹介

４ 事務局紹介

５ 議 題
（１）委員長選任

（２）報告事項
①市営住宅について
②長寿命化計画について（長寿命化事業、集約化事業）
③委員会の目的について

６ その他

７ 閉 会
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報告①

市営住宅について
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【市営住宅とは】

・公営住宅法に基づき、地方自治体が建設し、
住宅に困窮する低所得者に対して、低廉な家
賃で提供される住宅。

・公営住宅法、同法施行令、同法施行規則、条
例によって、入居資格や家賃計算などの基準
や制限が定められている。
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住宅セーフティネット制度の中核として、
真に住宅に困窮する低所得者に対し、住
宅を供給する役割がある。

高齢者、障害者、ひとり親世帯等、住宅
確保に配慮が必要な方に対して、収入要
件の緩和など、優遇措置を講じている。
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【入居資格】

①現に同居し、または、同居しようとする親族があること

※その他

②月収が１５８，０００円を超えないこと

③市内に住所、又は勤務場所を有すること

④市税を滞納していないこと

⑤現に住宅に困窮していることが明らかな者であること

⑥暴力団員でないこと

（一部単身入居可の住宅あり。単身申込には要件あり）

（高齢者、障害者、子育て世帯等は２１４，０００円を超えないこと）

・連帯保証人となる方がいること
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【募集から入居までの流れ】

時期 内容

Ѽ ①募集を行う空き部屋を決定

►
②ホームページや掲示により周知

③申込書、添付書類の提出を受け、入居資格を確認

④申込が重複した場合、公開抽選を実施

⑤入居者を決定

⑥入居手続き（契約書類の提出、敷金の納付）

⑦住宅のリフォームを実施

⑧カギの引き渡し
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S38 S40 42 S42 46 S45 50 S51,52 S53 55 S56,57 S59 62 H1 2 4 S44 9

28 55 149 299 24 36 24 52 12 56 23 675

0 0 53 23 19 22 16 26 11 52 23 245

28 55 96 276 5 14 8 26 1 4 0 430

【市営住宅の現状】

・政策的に空家としている
・４４８戸（全体の６６％）
・用途廃止をしていく

・継続的に募集を行う
・２２７戸（全体の３４％）
・長寿命化をしていく

（令和３年５月３１日現在）

・吉井住宅
・・・R2.3用途廃止

・国府関住宅
・・・R3.3用途廃止
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【募集状況】

年度
募集件数
（延べ）

応募件数 入居件数 倍率 抽選回数

平成２８年度 １２ １８ ７ １．５ ４

平成２９年度 １７ １５ ９ ０．９ ２

平成３０年度 ２４ １５ ９ ０．６ ３

令和元年度 ４５ ７ ７ ０．２ ０

令和２年度 １２ ２ ２ ０．２ ０

年々、応募件数の減少し、倍率は低下
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【入居申込者 世帯状況】
（平成２８年度～令和２年度受付件数５７件）

申込者の９５％が福祉的な支援が必要な世帯

障害者世帯
５件
(8.8%)

一般世帯
３件
(5.2%)

ひとり親世帯
２７件

(47.4%)

高齢者世帯
２２件

(38.6%)
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【入居申込に係る課題】

・高齢単身者の相談増加

・・・単身入居可の住宅が少ない
・・・低層階の空き部屋が少ない
・・・連帯保証人の確保

・入居要件の緩和

・・・市内居住、勤務要件の緩和
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【市営住宅入居者世帯内訳】 （令和３年５月３１日現在）

高齢者一般世帯（世帯全員が60歳以上） ２２世帯

高齢者単身世帯（60歳以上の単身世帯） ８４世帯

ひとり親世帯（子が20歳未満） ２０世帯

障害者世帯（高齢者・ひとり親世帯を除く）３８世帯

一般世帯 ８１世帯

合 計 ２４５世帯

（うち生活保護世帯３１世帯）

９．０％

３４．３％

８．２％

１５．５％

３３．０％

43.3%

高齢者世帯の割合が非常に高い
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【入居者の高齢化による課題】

独居の高齢者が増加することにより、見
守り等の支援が必要

自治会活動、草刈り等の地域活動がで
きない

災害時の緊急避難が困難

連帯保証人の高齢化に伴い、入居者の
トラブルに対応できない

入居者退去時の残置物の処理の対応



東茂原住宅
★

★新町保住宅
茂原駅

ジョナサン

★

八丁寺住宅

上茂原西住宅
★

八幡原住宅
★

★長谷住宅
★上茂原住宅

★山崎住宅

■
スーパーガッツ

■
緑ヶ丘

ショッピングセンター

★
国府関住宅
(用途廃止済)

★真名住宅

茂原市営住宅 位置図 N

★茂原市役所
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【市営八丁寺住宅】
管理戸数：149戸 敷地面積：約23,500㎡ 建設年度：S42〜46

令和3年5月31日現在の入居戸数：53戸
長寿命化計画により用途廃止に位置付けられている。

木造平屋

ＰＣ造平屋
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【市営真名住宅】
管理戸数：299戸 敷地面積：約56,000㎡ 建設年度：S45～50

令和3年5月31日現在の入居戸数：23戸
長寿命化計画により用途廃止に位置付けられている。

令和2年度に中層２階建ての移転
事業は完了。

二階建

４階建

平屋建
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【市営八幡原住宅１、２号棟】
管理戸数：24戸（2棟） 敷地面積：約3,000㎡ 建設年度：S51～52

令和3年5月31日現在の入居戸数：19戸
長寿命化計画により改善を行う住宅として位置付けられている。

1号棟
2号棟

※長寿命化計画とは各市営住宅の今後の事業方針を決定している計画



18

【市営長谷住宅１、２、３号棟】
管理戸数：36戸（3棟） 敷地面積：約4,000㎡ 建設年度：S53～55

令和3年5月1日現在の入居戸数：22戸
長寿命化計画により改善を行う住宅として位置付けられている。

今年度、2.3号棟にて改善事業を実施予定

1号棟

2号棟3号棟
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【市営上茂原住宅１、２号棟】
管理戸数：24戸（2棟） 敷地面積：約2,000㎡ 建設年度：S56～57

令和3年5月1日現在の入居戸数：17戸
長寿命化計画により改善を行う住宅として位置付けられている。

1号棟

2号棟
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【市営上茂原西住宅１、２、３、４号棟】
管理戸数：52戸（4棟） 敷地面積：約4,900㎡ 建設年度：S59～62

令和3年5月1日現在の入居戸数：26戸
長寿命化計画により改善を行う住宅として位置付けられている。

今年度、1号棟改善工事設計業務委託を
実施予定

1号棟

2号棟

3号棟

4号棟



21

【市営新町保住宅】
管理戸数：12戸（1棟） 敷地面積：約650㎡ 建設年度：H1

令和3年5月1日現在の入居戸数：11戸
長寿命化計画により改善を行う住宅として位置付けられている。
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【市営東茂原住宅】
管理戸数：56戸（3棟） 敷地面積：約5,500㎡ 建設年度：H2～4

令和3年5月1日現在の入居戸数：52戸
長寿命化計画により改善を行う住宅として位置付けられている。

Ａ棟Ｂ棟Ｃ棟
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【市営山崎住宅】
管理戸数：23戸（5棟） 敷地面積：約4,000㎡ 建設年度：S44

令和3年5月1日現在の入居戸数：23戸
長寿命化計画により維持管理していく住宅として位置付けられている。

1号棟

2号棟

3号棟

4号棟

6号棟



報告②

長寿命化計画について
（集約化事業、長寿命化事業）



長寿命化計画について

茂原市公共施設等総合管理計画

・老朽化が著しく、利用率が低い施設は、政策
空家にするとともに集約化して施設数の削減
を図る。

・適切な維持管理により、長寿命化と維持管理
コストの削減を図る。
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茂原市市営住宅長寿命化計画

・老朽化が進むとともにニーズの低い住宅は
用途廃止していく。

・継続して利用を行う住宅は改善を行う。



/

S38 7 28

S40 17 17

S41 3 3

S41 5 20

S42 4 15

S42 7 32

S43 11 49

S44 11 50

S45 8 8

S46 10 10

S45 20 83

2 S46 14 56

2 S47 14 50

2 S48 16 60

2 S49 7 30

2 S50 1 4

4 S50 1 16

3 S51 1 1 12 845

3 S52 2 1 12 944

3 S53 1 1 12 941

3 S54 2 1 12 817

3 S55 3 1 12 846

3 S56 1 1 12 980

3 S57 2 1 12 989

3 S59 1 1 12 911

3 S60 2 1 12 933

3 S61 3 1 12 1007

4 S62 4 1 16 1315

4 H1 1 12 782

4 H2 A 1 16 960

4 H3 B 1 24 1479

4 H4 C 1 16 1057

2 S44 5 23

LCC
- 1 - 2

集
約
化
事
業

長
寿
命
化
事
業



過去の実績紹介 市営吉井住宅

移転に関する通知

入居者８戸の移転

建物の解体工事

測量・分筆業務

跡地の移管

用途廃止

用地売却

・・・平成３０年１２月完了

・・・令和元年１２月完了

・・・令和２年３月完了

・・・令和２年３月完了
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・・・令和２年３月完了

・・・令和２年７月完了

※移管先 子育て支援課：１１９２㎡（駐車場用地）
土木管理課 ： １６５㎡（側溝用地）
管財課 ：２０８５㎡（普通財産）

・・・平成２８年１１月送付
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吉井住宅跡地の利用形態

子育て支援課：こども園駐車場用地

売却：中古車販売用地

売却

子育て支援課



過去の実績紹介 市営国府関住宅

移転に関する通知

入居者１０戸の移転

用地測量

不動産鑑定

用途廃止

用地移管

・・・平成３１年３月完了
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・・・令和３年３月完了

・・・令和３年３月完了

・・・平成２９年１１月送付

・・・令和３年３月完了

・・・令和３年３月管財課へ移管
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国府関住宅図

借地

民家

民家

民家
民家

民家
茂原市道
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国府関住宅跡地売却の方針

【企画政策課の売却方針】

・プロポーザル方式もしくは二段階入札にて売却を行う。

・建物の解体、借地の買収、隣接民家のインフラ整備（接
道、水道、ガス等）は市で行わず、事業者側で行うという条
件をつける。

・買戻し特約を付け、必要条件が履行されない場合に買い
戻しを行えるよう条件付けを行う。

上記、内容に関する条件設定を企画政策課にて検討して
いる状況となります。
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３世帯

令和２年度移転事業済（面積：約３ｈａ）

令和２年度１６世帯移転完了

真名住宅 移転事業について

Ｓ４５～５０建設

管理戸数２９９戸

入居戸数２３戸（R3.5.1現在）

２０世帯

今年度、移転説明会実施予定

２階建住宅

平屋建て

４Ｆ建て
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真名住宅 移転事業の問題点について

青枠で囲んでいる２３世帯に対して今年度、移転説明会を行う予
定となっているが、高齢の方々の移転対象となる１階の空き部屋
が非常に少ない。

移転先を確保するためには民間住宅を活用しなければならない。

移転を行う方を対象とし、家賃補助制度の設立が必要である。

現在、他市の補助制度等を確認するなど情報収集をしている。
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真名住宅 借地状況について

借地3.2ｈａ
地権者：26名
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真名住宅の土地利用に係る課題

・敷地面積は、国府関住宅の約５倍の５．６ｈａと広大。

・その内借地が３．２ｈａと約６割を占め、地権者は２６人。

・借地は住宅用地内に混在しており、その上に市道が張り巡
らされている。

・管理戸数は２９９戸で、４階建を含め５７棟の建物がある。

・解体及び造成を市で行う場合、莫大な費用がかかる。

・元々田畑であった土地を造成しており、原状回復しての返還
は非常に困難。

このことから様々な観点から研究を行い、どのような方針で
用途廃止を行うべきか検討を重ねる必要があります。



長寿命化計画 令和３年度予定事業

36

工事費用が１億５千万円を超えることから議会の議決が必要となり、９月議会に
て承認頂いた後に本契約となる予定です。工事完了予定は令和４年度７月頃と
なる見込みです。
２号棟工事内容：外壁塗装、屋上防水改修、高架水槽撤廃、給排水管更新、設備機器更
新、内装改修等になります。
３号棟工事内容：外壁塗装、屋上防水改修等になります。

社会資本整備総合交付金対象事業

交付率４５％

工事費用
約2.2億円
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工事費用
約１.５億円

市営上茂原西住宅１号棟改善工事に関する設計業務委託
工事内容：外壁塗装、屋上防水改修、高架水槽の撤廃、給排水管
の更新、設備機器更新、内装改修等を行う予定です。
入居者がいる状態での改修を予定している。

社会資本整備総合交付金対象事業

交付率４５％



先進市の紹介
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香取市 市営粉名口団地（1号棟）

令和２年７月に２号棟の入札
戸数：２４戸入札予定価格３億９千２百万円
長谷２号棟とほぼ同様の改修内容にて改修



報告③

委員会の目的について
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【経緯】

茂原市営住宅入居者選考委員会

委員会規則 第１条

市営住宅入居申込者に対し住宅貸付の公正を図るため、条例で
定める選考基準に従いその資格を審査決定するため、茂原市営
住宅入居者選考委員会を置く。

・H12.7月に「入居者選考要綱」が策定され、
優遇措置や選考方法が定められた

・市営住宅申込者の減少

入居者選考委員会の本来の選考という役割は
減少
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委員会では募集・入居状況、市営住宅の現状、
集約化・長寿命化事業の進捗状況等を議題と
して協議

市営住宅を取り巻く環境は変化し、様々な課
題が発生している



42

有識者、専門家の意見を取り入れたい

【様々な課題】

長寿命化・集約化事業
・改善工事の手法やスケジュール
・改善工事後の住宅の募集方法
・集約化事業に係る移転先住宅確保
・用途廃止後の跡地の利活用

福祉関連の課題
・独居の高齢者の増加
・地域活動（草刈りなど）ができない
・災害時の緊急避難
・退去時の残置物の対応

募集・入居関係
・単身入居可能の住宅が少ない
・低層階の空きが少ない
・入居要件の見直し

管理運営関係
・家賃補助制度の検討
・家賃保証会社の検討
・借地料の金額の妥当性、減額交渉
・指定管理者制度、管理委託の検討
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令和３年３月に条例・規則を改正し、入居者
選考委員会を、今後の市営住宅のあり方を
考えていく「市営住宅あり方検討委員会」と
改め、市営住宅施策の充実・強化を図る

市営住宅管理条例 第８条の２

前条に規定する入居者の選考並びに市営住宅の管
理運営及び市営住宅施策の今後のあり方について調
査及び審議を行うため、茂原市営住宅あり方検討委
員会を置く。
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【委員会の目的】

市営住宅あり方検討委員会規則
第２条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(１) 入居者の選考に関すること。
(２) 市営住宅の管理運営に関すること。
(３) 市営住宅施策の今後のあり方に関すること。

第３条第２項委員は、次に掲げる者のうちから
市長が委嘱又は任命する。
(１) 学識経験のある者
(２) 行政機関の職員
(３) 市長が必要と認める者
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【令和３年度の目標】

①家賃補助制度の検討

＜対応＞
・民間賃貸住宅を活用
・家賃負担の軽減

＜課題＞
集約化事業における移転先確保

＜理由＞
・移転先の市営住宅がわずか
・真名住宅、八丁寺住宅の用途廃止

＜目標＞
・家賃補助制度の補助金要綱の作成
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②保証会社の導入検討

＜課題＞
入居者の連帯保証人確保

＜理由＞
・高齢者は連帯保証人確保が困難
・家賃や退去時の修繕費の滞納抑止

＜対応＞
・保証会社を活用
・保証料、保証内容・範囲、導入手法の検討

＜目標＞
・連帯保証人として、保証会社を認定

（必要により協定を締結）
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③真名住宅用途廃止に伴う跡地取り扱いの検討

＜課題＞
建物数が多く、借地が混在している

＜理由＞
・建物の解体費用
・地権者が多い
・原状回復して返還することが困難

＜対応＞
・土地の利活用の検討
・地権者と契約状況や今後の意向の確認

＜目標＞

・課題の洗い出し及びその対応策を明確にす
る
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【今後のスケジュールについて】

R3.6.15 第１回あり方検討委員会（委員会の目的、現状等）

R3.8月 公営住宅連絡協議会

R3.10月 市営長谷住宅改善工事着工予定

R3.10月 第２回あり方検討委員会（家賃補助等）

R3.11月 市営真名住宅入居者説明会

R4.1月 第３回あり方検討委員会（真名移転事業等）


